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ストレスチェック制度導入マニュアル 

ストレスチェックとは何ですか？ 
「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分

析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。 

「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が５０人以上いる事業所では、２０

１５年１２月から、毎年１回、この検査を全ての労働者に対して実施することが義務付ら

れました。 

※契約期間が１年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の４分の３未

満の短時間労働者は義務の対象外です。 

 

何のためにやるのでしょうか？ 
労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり、

ストレスが高い状態の場合は医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減

などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメ

ンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。 

 
いつまでに何をやればよいのでしょうか？ 

２０１５年１２月１日から２０１６年１１月３０日までの間に、全ての労働者に対して１

回目のストレスチェックを実施しましょう。 

 

ストレスチェックの実施 
○質問票を労働者に配って、記入してもらいましょう。 

○記入が終わった質問票は、医師などの実施者（またはその補助をする実施事務従事者）

が回収しましょう。 

注意！ 第三者や人事権を持つ職員が、記入・入力の終わった質問票の内容を閲覧しては

いけません！ 

○回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで

医師の面接指導が必要な者を選びます。 

○結果（ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か）

は、実施者から直接本人に通知されます。 

注意！ 結果は企業には返ってきません。入手するには、結果の通知後、本人の同意が必

要です。 

○結果は、医師などの実施者（またはその補助をする実施事務従事者）が保存します。 

※質問票について何をつかえばよいか分からない場合は、「国が推奨する５７項目の質問

票」を使いましょう。 
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面接指導の実施と就業上の注意 
○ストレスチェック結果で、「医師の面接が必要」とされた労働者から申出があった場合は、

医師に依頼して面接指導を実施しましょう。 

○面接指導を実施した医師から、就業上の措置の必要性の有無とその内容について、意見

を聴き、それを踏まえて、労働時間の短縮など必要な措置を実施しましょう。 

○面接指導の結果は事業所で５年間保存しましょう。 

 
プライバシーの保護 

○事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあ

ってはなりません。 

○ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者（実施者とその補助をする実

施事務従事者）には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。 

○事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管

理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。 

 

不利益取扱いの防止 
○事業者が以下の行為を行うことは禁止されています。 

 ①次のことを理由に労働者に対して不利益な取扱いを行うこと 

  ・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと 

  ・ストレスチェックを受けないこと 

  ・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと 

  ・医師による面接指導を行わないこと 

 ②面接指導の結果を理由として、解雇、雇い止め、退職勧奨、不当な動機・目的による

配置転換・職位の変更を行うこと 

 
労働保険事務組合 鯉城経営者協会からのお知らせ 

   労働保険は労災保険と雇用保険の総称で、働く人が労働災害や失業といった不測の 

事故に遭ったとき必要な保険給付を行うなど、職場の皆さんが安心して働けるよう 

に作られた保険制度です。 

正社員、パート、アルバイトなど労働者を１人でも雇用する事業主はすべて加入が 

義務付けられていますが、国の「労働保険未手続事業一掃対策」により、再三の 

加入勧奨を行っても労働保険に加入しない事業主は、職権による強制加入手続きが 

行われることがあります。また、労災事故が未加入中に発生して労災給付が行われ 

た場合、労働保険料をさかのぼって納めるほかに、労災給付に要した費用について 

も徴収されることになります。 

まだ手続きをされていない事業主の方は、早急に手続きが必要です。 

ひとりでも労働者を雇ったら、 

         労働保険に入る義務があります！ 

今号の詳細については、当事務所の担当者までお問い合わせください。 


